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第六中学校受水槽改修工事



工事名称

図面名称

設計年月

縮尺

図面番号特記事項

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小

特記仕様
○特記に記載のないものは、下記の仕様とする。 ○再生資源利用（促進）計画 ○発生材の処理

金属くず・『建築関係工事共通仕様書』　　　　　　福島県土木部　 　１　再生資源利用計画書 　・有価物（　　　　　　）
・『公共建築工事改修工事標準仕様書』　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 　　受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト 　・建設副産物の処理方法
・『建築改修工事監理指針』　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 　　混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、 建設副産物 積算上の施設名称（※1）処　理　方　法
・『電気設備工事、機械設備工事監理指針』国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 　　施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。　また、受注者は、法令等に 荒川産業（株）金属くず 売却
・その他関係法令を遵守すること。 　　基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

・建設副産物の処理方法○暴力団関係者の排除 　２　再生資源利用促進計画書
　会津若松市発生工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が 　　受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、 建設副産物 処　理　方　法 積算上の施設名称（※1）
　発注する業務において、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係者への下請けの 　　建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、 廃プラ(硬質系) (株)あいづダストセンター坂下事業所・中間
　発注及び同関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。 　　再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければ

・中間
○地産地消の推進 　　ならない。
　工業用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元 　　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい
　産品の活用に努めること。下請け工事の発生についても地元業者の活用に心がけること。 　　場所に掲げなければならない。 　　注：積算上の施設（※1）は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するもの
○各種保険について ○週休２日工事 　　ではない、処理施設については、監督員の承諾を得ること。
　・火災保険に加入すること。（工期+14日間） 　　本工事は、『会津若松市週休２日工事実施要領』の対象工事(発注者指定)である。 　　また、処理施設が積算上の施設と異なる場合でも設計変更の対象とはしない。
　・不測の事故に適切に対応できるように請負業者賠償責任保険に加入していること。 　　■有　　□無
　（契約時に加入していれば可）その証券の写しを遅延なく提出すること。 　　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
　・法定外の労災保険の付保 　　※当初積算時に「月単位の４週８休以上」を確保する場合の補正を行っている。
　　※本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 ○建設現場等における遠隔臨場
○工事を施工しない日及び時間帯について 　　本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である
　・工事を施工しない日　　　□有・■無　　　　年　　月　　日 　　□有　　■無
　・工事を施工しない時間帯　□有・■無　　　　：　　～　　：　　 ○建設工事情報共有システム（ＡＳＰ）

　※完成図書を、黒表紙(金文字入) A4版（CAD、PDFデータも含む）（１部）　工事を施工しない時間帯は、 　　1.本工事は、会津若松市建設工事情報共有システムの活用対象工事である。なお、システム
  　Ａ３版２つ折り製本(2部）を完成時に提出すること。　□工期全体　□上記「工事を施工しない日」　□　　　　　　に適用する。 　　環境等の理由により活用が困難な場合は、事前協議のうえ対象工事としないことができる。
　※施工条件の変更等が生じた場合には、監督員と協議すること。　　2.受注者は、「会津若松市建設工事情報共有システム実施要領」に定める事項について遵守

　　しなければならない。また、システム利用にかかる経費については、清算変更により対応する。
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案内図・配置図・特記仕様書

令和7年10月

S=1:1000　 

施　工　範　囲

　1槽式　2.0×2.0×2.0H

〇受水槽の取替工事　１式

〇水質検査　１式

〇発生材処分

〇仮設給水工事　１式

配置図  S=1:1000

保温くず

第六中学受水槽改修工事
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(株)二瓶商店郡山工場

〇電気設備改修工事　１式

〇上記工事に伴う試運転調整

〇既存受水槽、配管類の撤去工事　１式

〇受水槽取替による配管工事　１式

〇熱中症対策に関する現場管理費の補正及び工期の設定
本工事は、『会津若松市発注工事に熱中症対策に関する実施要領』対象工事である。
■有　　□無

○その他

受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
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会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小

ポンプ室より

給水系統図

令和7年10月

S=N.S

給水系統図
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会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小
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【撤去】FRP受水槽　12m3
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仮設給水GV50A-10K
揚水管切断し仮設給水管接続

ポンプ室

給水管切断し仮設給水接続

令和7年10月

仮設給水設備(平面図) S=1:30

第六中学校受水槽改修工事
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S=1:30　 

【配管凡例】

:仮設給水

:既設給水管

GV50×10K
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会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号
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　A3→71%縮小
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既存撤去図

令和7年10月

【注1】既存受水槽撤去後、基礎の状態を確認し施工条件に変更が生じる場合は
　　　 速やかに監督員と協議をすること

既存撤去図(平面図) S=1:30 既存撤去図(断面図）S=1:30

第六中学校受水槽修工事
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S=1:30 

【撤去】FRP受水槽　12m3

【撤去】C-250×90×9

【撤去】FRP受水槽　12m3

【配管凡例】

:撤去

:残置

GV50×10K



　A3→71%縮小

　A2→100%

福島県会津若松市東栄町３番４６号

会津若松市財務部公共施設管理課
特記事項 図面番号

縮尺

設計年月

図面名称

工事名称

S=1:30　 給水設備改修図　機器表

令和7年10月第六中学校受水槽改修工事
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2,000×2,000×2,000H
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2,000×2,000×2,000H
(防虫網) 
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5
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給水設備改修図(平面図)　S=1:30 給水設備改修図(断面図)　S=1:30

【 新 設 バ ル ブ 類 　 リ ス ト 】

受水槽(WT)

一次側

(給水)

フレキシブルジョイント

Y形ストレーナー

GV(10K) 50A 1個

50A

50A

1個

1個

【 新 設 バ ル ブ 類 　 リ ス ト 】

受水槽(WT)

1個

50A

1個

1個

(揚水)

二次側 65A

フレキシブルジョイント 65A

排水 GV(5K)

機器表

仕 　 様記 号 名 称

受 水 槽WT

備 　 考

国土交通省仕様
呼称容量　8.0t 
ステンレスパネル溶接形受水槽
耐震(Kh) 1.5G
材質　気相部:SUS329J4L　液相部:SUS444
仕上　溶接部酸洗処理
付属品　マンホール、タラップ、取出口一式
全体寸法１槽式　2.0×2.0×2.0H
マンホール断熱二重蓋 50t 耐積雪1.5mH対応(耐積雪通気筒）
保温　発泡ポリスチレン50t以上 アルミラッキング

【注１】既存基礎は再利用とする
【注２】有効容量は監督員と協議し決定すること

【配管凡例】

:新設

:既設

BT20

FJ50

FJ20

GV20×10K

S

GV50×10K

YS50

GV20×10K

BV

BV65

50A

架台　SS400/溶融亜鉛めっき   C-125×65

工場組立

フレキシブルジョイント

GV(10K)

自在水栓 13A 1個

2個20A

20A

1個

1個

FM弁 副弁 20A共 50A

FM50



福島県会津若松市東栄町３番４６号

会津若松市財務部公共施設管理課
工事名称

図面名称

設計年月

縮尺

図面番号特記事項

　A2→100%

　A3→71%縮小
電気設備平面図(既存撤去・新設)

ポンプ室
【撤去】FRP受水槽　12m3

F2.0-3C(16)

既存撤去

ポンプ室

新設受水槽
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令和7年10月

電気設備撤去図(平面図)　S=1:30

電気設備改修図(平面図)　S=1:30

第六中学校受水槽改修工事
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S=1:30　 

WP

WP

F2.0-3C(16)

PB 200×200×100(WP)


